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研究成果の概要（和文）：本研究は，犯罪事件の発生時期から知覚された事件に対する主観的な距離感（心理的
距離）が，刑事裁判における被告人の処遇決定の心的プロセスに及ぼす影響を明らかにすることを目的とするも
のであった。研究期間の3年間に，3つの調査または実験的研究を行った。その結果，1) 被告人の処遇を決定す
るために集団討議を実施すると，事件に対して知覚された心理的距離に関わらず，全体的に厳罰的な意見に変化
する，2) 実際の刑事裁判において事件の発生時期から裁判の実施までの期間が量刑判断に影響を及ぼしてい
る，3) 知覚者の優勢な文化的思考によって心理的距離の影響の受け方が異なる可能性がそれぞれ示唆された。

研究成果の概要（英文）：The present research aims how the subjective sense of distance 
(psychological distance) perceived from the time the criminal case occurred affects the process of 
determining the treatment of defendants in criminal trials. 
During the three years of the study period, three surveys or experimental studies were conducted. 
The results showed that 1) when group discussions are conducted to determine the treatment of the 
accused, the overall opinion changes to one of severe punishment, regardless of the perceived 
psychological distance to the case, 2) in an actual criminal trial, the length between the time of 
the incident and the conduct of the trial influences the sentencing decision, 3) the effects of 
psychological distance on person perception processes are influenced by analytical and holistic 
thinking.

研究分野： 社会心理学

キーワード： 解釈レベル理論　事件の発生時期　心理的距離　集団討議　文化的思考　判決文

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、解釈レベル理論について集団での意思決定および文化的思考の観点から検討を行ったところ、集団
での意思決定においては、心理的距離は影響を及ぼしにくいこと、また優勢な文化的思考によって心理的距離の
影響が異なる可能性が示された。これは、これまで頑健に支持されてきた解釈レベル理論の限界と新たな特徴を
提起するものであり、今後の社会的認知研究に寄与する知見であると考える。また、事件の発生時期から知覚さ
れる心理的距離は、実際の刑事裁判にも影響を及ぼしている可能性が示唆された。これは、気づかぬうちに不公
正な裁判の実施につながる恐れを孕んでいることを示すものであり、社会的意義は大きいと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

2010 年に刑事訴訟法の改正により、最高刑が死刑にあたる殺人、強盗殺人などの罪は時効が
廃止され、これら以外の「人を死亡させた罪」についても時効期間が２倍に延長された。しかし、
事件の発生から裁判実施までの期間の長さが裁判にどのような影響をもたらすのかについては
十分に議論がなされていない。 
対象に対して知覚された主観的な時空間的距離（以下、心理的距離）は対象の表象方法に影響

を及ぼすことが多くの先行研究で報告されている(e.g., Trope & Liberman, 2003, 2010)。解釈レ
ベル理論によると、対象に対して心理的距離を遠く知覚するほど、その対象の中心的特徴に焦点
をあてやすくなり、対象を抽象的に表象しやすい。一方、対象に対して心理的距離を近く知覚す
るほど、その対象の周辺的特徴に焦点をあてやすくなり、対象を具体的に表象しやすい (Trope 
& Liberman, 2003, 2010)。 
対人認知場面では、行為事象に対して心理的距離を遠く知覚するほど、行為の生起状況には焦

点が向けられなくなり、行為の原因は行為者の内的属性に帰属されやすくなる(Henderson et al., 
2006)。また、この現象は無意識的な他者判断でもみられている(Rim et al., 2009; 谷口・池上, 
2018a)。心理的距離と対象の表象方法の関係性は、定式化されたルールとして生体内に保持され
ている。そのため、対象に対して主観的に遠さを知覚すると対象の中心的特徴に、主観的に近さ
を知覚すると対象の周辺的特徴に、それぞれ自動的に焦点が当てられやすくなる(e.g., Bar-Anan 
et al., 2006; Liberman & Förster, 2009)。これらのことを鑑みると、遠い過去に発生した事件と
最近発生した事件では、知覚される心理的距離が異なり、その結果、異なる処遇が決定される可
能性がある。 
谷口・池上（2018b）の研究では、事件の発生時期から裁判実施までの期間の長さが裁判員個人

の心象にどのような影響を及ぼすのかが検討されている。その結果、同一の事件であっても、発
生時期が遠い過去よりも最近である方が、事件に対して心理的距離を近く知覚しやすい傾向が
みられた。さらに、事件に対して心理的距離を近く知覚するほど、無意識的に被告人が置かれた
状況に焦点を当てやすく、意識的にも犯罪に至る経緯（状況）に犯罪が生じた原因が帰属されや
すかった。また、犯罪に至る経緯に原因を帰属するほど被告人に対する同情が喚起されやすく、
被告人に科すべき量刑が軽く判断されやすいことが示されている。 
 
２．研究の目的 
本研究では、刑事裁判において事件の発生時期から知覚された事件に対する心理的距離が、被

告人の処遇決定における一連のプロセスにどのように影響しているのかを解明することを目指
す。そのため、(1) 事件に対する心理的距離が集団での討議にもたらす影響と(2) 事件に対する
心理的距離が処遇決定に及ぼす影響に文化観がどのように媒介するのかを明らかにすることを
本研究の目的とした。 
 
３．研究の方法 
 （予備調査）本研究で使用するための架空の犯罪シナリオを作成するために、予備的調査を実
施した。谷口・池上（2018）で使用された犯罪シナリオを参考に架空の強盗殺人事件のシナリオ
を作成した。なお、当該シナリオには、犯罪行動の生起状況として、被告人に対する非難の程度
を弱めるような経緯が含まれていた。続いて、インターネットを利用した調査により成人 176 名
を対象に、作成した犯罪シナリオを呈示し、事件に対する印象を尋ねた。この結果、シナリオに
書かれた事件の生起原因が被告人の性格特性および被告人の置かれた状況のどちらにも帰属さ
れるシナリオであることが確認された。 
 （研究 1）研究 1では、事件に対して知覚された心理的距離が集団討議に及ぼす影響について
明らかにすることを目的とした実験を実施した。人材派遣会社に登録している成人 108 名（平均
年齢 37.4 歳）を対象に実験を実施した。1回の実験につき、3名が参加した。まず、参加者に、
ある事件の裁判員に選ばれ、裁判に参加しているつもりで事件概要をよく読むように教示し、予
備調査で作成した犯罪シナリオを呈示した。このとき、半数の参加者には「25年前に発生した」
事件だと紹介し（遠条件）、残りの参加者には「3 か月前に発生した」事件だと紹介した（近条
件）。次に、各参加者の事件に対する態度を測定するため、事件に対する潜在的推論（特性推論、
状況推論）を測定し、顕在的判断（原因帰属、事件に対する印象、量刑判断、事件に対する心理
的距離）を求めた（事前個人判断）。顕在的判断終了後、3名で討議し、被告人に科すべき量刑に
ついて話し合うことを求めた（集団判断）。集団討議終了後、再度、各参加者個人が抱いている
事件に対する態度を測定した（事後個人判断）。 
 （研究 2）研究 2では、実際の日本の刑事裁判において、事件の発生時期から知覚された心理
的距離が判決内容に影響を及ぼしているか否かを明らかにするために研究を実施した。LEX デ
ータベース（TKC 法律情報データベース LEX/DB インターネット）を用いて、罪名が「殺
人」のみで被害者が 1 名、かつ被告人は初犯である判決文を収集した。加えて、分析対象を
求刑および判決が無期懲役や死刑ではない判決文に限定したところ 66 件が抽出されたため，



これを分析対象とした。抽出した 66 件の判決文について、2 名の評価者に「行為態様に関
する記述と行為態様に対する評価の記載の有無」「犯行動機／犯行に至る経緯の記載の有無」
「犯行動機／犯行に至る経緯の評価の記載の有無」「犯行動機／犯行に至る経緯が量刑判断
に考慮されたか否か」について、判断を求めた。 
（研究 3）研究 3では、事件の発生時期から知覚された心理的距離が被告人の責任認知に及ぼ

す影響を文化的思考の観点から検討した。インターネットを利用した調査により，アメリカ人お
よび日本人の成人各 100 名を対象に実験を実施した。まず、参加者の文化的思考を測定するた
め、分析的－包括的思考尺度（Choi et al., 2007; 日本語版は橋本 (2008)を使用）への回答を
求めた。続いて、予備調査によって作成した犯罪シナリオを呈示した。犯罪シナリオ呈示後、事
件に対する態度（刑罰の重さ、原因帰属、事件に対する印象、事件に対する心理的距離）を測定
した。 
 
４．研究成果 
(1) 事件に対する心理的距離が集団討議に及ぼす影響 
 まず、事前個人判断において、近条件では、事件に対する心理的距離を近く知覚するほど、潜
在的に被告人の置かれた状況が推論されやすいことが示された。ただし、潜在的推論は顕在的判
断には影響しなかった。また、事件に対する心理的距離は、その他の事前個人判断、集団討議で
決定された量刑判断および事後個人判断のいずれとも関連がみられなかった。 
 さらに、事前個人判断と集団討議、事後個人判断についてみると、距離条件（遠条件、近条件）
に関わらず、量刑判断は、事前個人判断よりも集団討議で決定された方が全般的に重く、集団討
議で決定された量刑判断と事後個人判断における量刑判断の間には有意な差はみとめられなか
った。また、事前個人判断よりも事後個人判断の方が事件の原因を被告人の内的属性に帰属する
程度が強く、法律違反をしていると思う程度についても、事前個人判断よりも事後個人判断の方
が有意に高くなっていた。 
以上のことより、実験室にて架空の裁判場面を設けた際、事件に対する心理的距離は個人、集

団での判断に影響を及ぼさなかった。事件に対する個人判断において、心理的距離の影響がみら
れなかった理由として、正確さが動機づけられたためであることが考えられる。谷口・池上（2021）
の研究では、事件概要に触れる前に正確に判断することを動機づけられると、心理的距離の影響
が抑制されることが示されている。本研究では、正確に判断することを動機づける教示は行わな
かったものの、初対面の 3 人で事件に対して集団討議をする必要があったため、評価懸念が働
き、それによって正確さが動機づけられ、心理的距離の影響が抑制された可能性が考えられる。 
 加えて、本結果では、集団討議においても心理的距離の影響はみられなかった。さらには、集
団討議を行うことで、距離条件に関わらず、全般的に厳罰傾向が強まることが示された。これは、
社会心理学の研究で実証されてきた集団極化現象が生起したものと考えられる。 
これより、対象に対して知覚された心理的距離が対象の表象方法に影響したり、対象に対する

判断に影響したりする現象は頑健な現象ではなく、正確さが動機づけられたり、集団極化現象が
生じるような場面では、生じない可能性が示唆された。 
 
(2) 刑事裁判において、事件の発生時期から知覚される心理的距離が判決内容に及ぼす影響 
 収集した 66 件の判決文について、事件の発生日から第一審判決日までの期間と求刑および量
刑の関係についてみると、事件発生日から第一審判決日までの期間が長いほど、求刑、量刑のい
ずれも重くなることが示された。 
 次に、量刑の理由について 2 名の評定者の評定結果をみると、66 件全ての判決文において、
行為態様に関する評価が記述されており、いずれも行為態様に対し、悪質であるという内容の評
価がなされていた。犯行動機および犯行に至る経緯に関する記述も 66 件全てにあった。このう
ち、犯行動機に対する評価が書かれていたのは 58 件、犯行に至る経緯に対する評価が書かれて
いたのは 58 件であった。ただし、犯行動機が刑罰を軽くまたは重くするために考慮されていた
のは、27 件 (40.9％) であり、犯行に至る経緯が刑罰を軽くまたは重くするために考慮されて
いたのは、26 件 (39.4%)であった。二項ロジスティック回帰分析と重回帰分析の結果、怒りを
喚起するような犯行動機は量刑を重くし、同情を喚起するような犯行動機は量刑を軽くするこ
とが確認された。また、犯行に至る経緯については、同情を喚起するような経緯については量刑
を軽くするものの、怒りを喚起するような経緯については、量刑に影響しないことが確認された。
このうち、同情を喚起するような犯行動機については、事件の発生日から第一審判決日までの期
間が長いほど、考慮されづらくなる傾向がみられた。したがって、同じ種類の事件であったとし
ても、事件の発生時期から裁判実施までの期間によって、量刑判断が影響を受ける可能性がある
ことが示唆された。この結果は、法と心理学会第 23回大会において報告している。 
 
(3)心理的距離と原因帰属の関係 
 まず、文化的思考についてみると、日本人参加者よりもアメリカ人参加者の方が分析的思考の
傾向が優勢であることが示された。原因帰属については、日本人とアメリカ人ともに犯人の置か
れた状況よりも犯人の内的属性に事件の原因を帰属する傾向が強かった。ただし、外的帰属の程
度については、アメリカ人よりも日本人の方が強いことも示された。さらに、事件に対する心理
的距離と原因帰属の関係についてみると、日本人参加者の場合、事件に対する心理的距離を近く



知覚するほど、事件の原因は、犯人の置かれた状況に帰属されやすかった（外的帰属）。しかし、
事件に対する心理的距離が内的帰属に及ぼす影響は非有意であった。これに対し、アメリカ人参
加者の場合、事件に対する心理的距離を遠く知覚するほど、事件の原因は犯人の内的属性に帰属
されやすかった（内的帰属）。しかし、事件に対する心理的距離が外的帰属に及ぼす影響は非有
意であった。以上のことより、日本人とアメリカ人のいずれにおいても、事件の原因については
犯人の内的属性に帰属されやすかった。ただし、日本人の場合、心理的距離に応じて外的要因の
斟酌の程度が影響を受け、事件に対して心理的距離を近く知覚するほど、犯人の内的要因と犯人
の置かれた状況の外的要因の両方に原因が帰属されやすく、事件に対して心理的距離を遠く知
覚するほど、犯人の内的要因にのみ原因が帰属されやすくなる可能性が示唆された。これに対し、
アメリカ人の場合、心理的距離に応じて内的帰属の強度が影響を受け、事件に対して心理的距離
を遠く知覚するほど、犯人の内的要因に原因が帰属されやすくなる可能性が示唆された。また、
アメリカ人の場合、外的帰属は生じにくく、かつ外的帰属は心理的距離の影響も受けにくいこと
が示された。したがって、内的帰属と外的帰属は二律背反的関係ではなく、優勢な文化的思考に
よって、心理的距離が原因帰属に及ぼす影響が異なる可能性があることが示唆された。この結果
は、日本社会心理学会第 63 回大会において報告している。 
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